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国立研究開発法人国立循環器病研究センター 令和２年度事業報告書 

 

１．法人の長によるメッセージ 

国立研究開発法人国立循環器病研究センターは、平成２２年４月１日、高度専門医療に関す

る研究等を行う独立行政法人に関する法律に基づき、国立循環器病センターから独立行政法人

国立循環器病研究センターへ、また平成２７年４月１日、高度専門医療に関する研究等を行う

国立研究開発法人に関する法律に基づき、独立行政法人国立循環器病研究センターから国立研

究開発法人国立循環器病研究センターへと移行いたしました。 

対象疾患は、脳・心臓循環器疾患に特化され、その予防、診断、治療法の開発、病態生理の

解明を推し進めています。また、日本全国から集った若手医療従事者に対する教育も大きな役

割です。2019年には、吹田市岸部に移転し、一つの建物に病院、研究所及び企業・大学と共同

研究を行うオープンイノベーションセンターの３つの機関が入る、世界レベルの医療研究機関

となりました。周辺には、吹田市民病院、大規模マンション、高齢者向け住宅、企業や国立健

康・栄養研究所が立地予定のイノベーションパークなどがあり、一帯は、北大阪健康医療都市

（健都）と呼ばれ、医療クラスターの形成を目指しています。 

当センターの対象疾患である脳卒中、心臓病などの循環器疾患は、我が国の主要な死亡原因

です。心疾患は死亡原因の第二位、脳血管疾患は第四位です。また、介護が必要となる主な原

因に占める割合は、循環器疾患が最多です。循環器疾患は、生活習慣病予備群（運動不足、肥

満）、生活習慣病（高血圧、脂質異常症、糖尿病、慢性腎臓病など）の発症、脳梗塞、心筋梗

塞などの突発的な発症や重症化、合併症の発症、徐々に進行する慢性期、繰り返す急性増悪と、

幅広い年代に存在し、長い経過をとります。循環器疾患は予防が可能であり、適切な予防を行

い、元気で活躍できる健康寿命を伸ばすことも大切です。また、循環器疾患の中には、生活習

慣病由来以外にも、先天性疾患、遺伝子疾患、感染などを原因とするものもあります。 

循環器病克服のための基本法が、2019年 12月に施行され、循環器疾患の究明と制圧が国を挙

げてのプロジェクトとなりました。当センターは、その中核となって、法の理念を体現し、国

民の健康増進を推進します。また、当センターが持つ様々な機能を有機的に連携させることに

より、世界標準の研究機関として、循環器病克服に向けた研究、新規診断・治療法の開発に全

力で取り組み、その成果を発信していきます。 

 

２．法人の目的、業務内容 

（１）法人の目的 

国立研究開発法人国立循環器病研究センターは、循環器病に係る医療に関し、調査、研究及 

び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行うことに 

より、国の医療政策として、循環器病に関する高度かつ専門的な医療の向上を図り、もって公 

衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的としています。（高度専門医療に関する研究等を行 

う国立研究開発法人に関する法第３条第２項） 

（２）業務内容 

当法人は、高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法第３条第２項の 

目的を達成するため、以下の業務を行います。 

Ⅰ 循環器病に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発を行うこと。 
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Ⅱ 前号に揚げる業務に密接に関連する医療を提供すること。 

Ⅲ 循環器病に係る医療に関し、技術者の研修を行うこと。 

Ⅳ ⅠからⅢに揚げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと。 

Ⅴ ⅠからⅣに揚げる業務に附帯する業務を行うこと。 

 

３．政策体系における法人の位置付け及び役割（ミッション） 

（１）中長期目標の期間における国の政策体系上の法人の位置付け 

研究開発法人は、健康・医療戦略推進法（平成 26 年法律第 48 号）に定める基本理念にの

っとり、先端的、学際的又は総合的な研究、すなわち医療分野の研究開発及びその成果の普

及並びに人材の育成に積極的に努めなければならないこととされています。国立高度専門医

療研究センター（以下「NC」という。）は、国立研究開発法人として、前述の理念に基づき、

研究開発等を推進していくこととされています。 

また、厚生労働省が掲げる政策体系における基本目標（安心・信頼してかかれる医療の確

保と国民の健康づくりを推進すること）及び施策目標（国が医療政策として担うべき医療（政

策医療）を推進すること）を踏まえ、NC においても、国民の健康に重大な影響のある特定の

疾患等に係る医療や高度かつ専門的な医療、すなわち政策医療を向上・均てん化させること

とされています。 

（２）法人の役割（ミッション） 

国立研究開発法人国立循環器病研究センターは、高度専門医療に関する研究等を行う国立

研究開発法人に関する法律（平成 20 年法律第 93 号）第 3 条第 2 項に基づき、循環器病に係

る医療に関し、調査、研究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、

技術者の研修等を行うことにより、国の医療政策として、循環器病に関する高度かつ専門的

な医療の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することとされています。また、

通則法第 2 条第 3 項に基づき、国立研究開発法人として、我が国における科学技術の水準の

向上を通じた国民経済の健全な発展その他の公益に資するため研究開発の最大限の成果を確

保することとされています。このうち、研究開発及び医療の提供については、 

・高度かつ専門的な新しい治療法やその他の治療成績向上に資するための研究開発及びこれ

らの業務に密接に関連する医療の提供等 

・難治性・希少性の疾患に関する研究開発及びこれらの業務に密接に関連する医療の提供等 

・学会等が作成する診療ガイドラインの作成・改訂に資するような研究開発 

・中長期に渡って継続的に実施する必要のあるコホート研究に重点的に取り組むものとされ

ています。 
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４．中長期目標 

（１）概要（中長期目標期間：平成 27 年４月～令和３年３月） 

近年の科学技術の進歩により、世界的にみても革新的な医療技術が相次いで開発されるな

ど、医療分野の研究開発を取り巻く環境は大きく進展しています。また、我が国の医薬品企

業の国際競争力は高い水準を維持しているものの、国内企業の国際競争力の更なる強化が課

題とされており、さらに、世界に先駆けて超高齢社会を迎える我が国にあって、課題解決先

進国として、健康長寿社会の形成に向け、世界最先端の医療技術・サービスを実現し、健康

寿命をさらに伸ばすことが重要とされています。 

そのような状況の中、「健康・医療戦略」に即して策定された「医療分野研究開発推進計画」

を踏まえ、臨床研究及び治験の更なる推進、ゲノム医療の実現化など新たな治療法に関する

研究開発に重点的に取り組むとともに、各研究開発の質の向上に努めるものとされています。 

当センターのこれまで成果を踏まえ、循環器病の本態解明と予防、高度かつ専門的な医療

の開発、標準医療の確立と普及、政策提言など、循環器病克服のため、センターが果たして

きた役割は極めて大きく、当センターが、その役割を担っていくためには、その時々の課題

に対応できるよう患者や社会のニーズ、医療上及び経済上のニーズをも十分に意識しつつ、

先制医療や新たな医薬品や診断・治療方法の開発、医療機器の開発が推進される社会の実現

に貢献することが期待されています。 

また、センターは、国の研究開発に関する戦略を踏まえつつ、国立研究開発法人として研

究開発成果の最大化を目指す体制の確保を図ることが重要であり、十分な見通しを持った上
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での運営を目指すこととされています。 

なお、詳細については、第２期中長期目標をご覧ください。 

（２）一定の事業等のまとまりごとの目標 

国立循環器病研究センターは、中長期目標における一定の事業等のまとまりごとの区分に

基づくセグメント情報を開示しています。 

具体的な区分名は以下のとおりです。 

 

一定の事業等のまとまり（セグメント区分） 

研究事業 循環器疾患に関する戦略的かつ重点的な研究・開発を推進することを

目的とした事業 

臨床研究事業 治療成績及び患者の QOL の向上につながる臨床研究及び治験等を推進

することを目的とした事業 

診療事業 循環器疾患の患者及びその家族の視点に立った、良質かつ安全な医療

を提供することを目的とした事業 

教育研修事業 循環器疾患に対する研究・医療の専門家（看護師、薬剤師等のコメデ

ィカル部門も含む）の育成を積極的に行うことを目的とした事業 

情報発信事業 研究成果等や収集した国内外の最新知見等の情報を迅速かつ分かり易

く、国民及び医療機関に提供することを目的とした事業 

 

５．法人の長の理念や運営上の方針・戦略等 

（１）理念と基本方針 

  ①理念 

   私たちは、国民の健康と幸福のため、高度専門医療研究センターとして循環器疾患の究明 

と制圧に挑みます。 

②基本方針 

 ・循環器病のモデル医療や世界の先端に立つ高度先駆的医療を提供します。 

 ・透明性と高い倫理性に基づいた安全で質の高い医療を実現します。 

 ・研究所と病院が一体となって循環器病の最先端の研究を推進します。 

 ・循環器病医療にかかわるさまざまな専門家とリーダーを育成します。 

 ・全職員が誇りとやりがいを持って働ける環境づくりを実践します。 

（２）業務運営の方針 

業務の質の向上及びガバナンスの強化を目指し、かつ、効率的な業務運営体制とするため、 

定期的に事務及び事業の評価を行い、役割分担の明確化及び職員の適正配置等を通じ、弾力 

的な組織の再編及び構築を行うこととしています。 

また、独立行政法人に関する制度の見直しの状況を踏まえ適切な取組を行うこととし、セ 

ンターの効率的な運営を図るため、以下の取組を進めています。 

・人事交流の推進 

・効率的な業務運営体制の構築 

・人件費の適正化 

・調達コスト削減及び効率化 
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・一般管理費の削減 

・投資の適正化 

・医業未収金の解消 

・電子化の推進 

・法令遵守等内部統制の適切な構築 

・施設・設備整備に関する計画 

・人事システムの最適化 

 

６．中長期計画及び年度計画 

当法人は、中長期目標を達成するための中長期計画と当該計画に基づく年度計画を作成してい

ます。中長期計画と当事業年度に係る年度計画との関係は次のとおりです。 

なお、詳細につきましては、第２期中長期計画及び年度計画をご覧ください。 

 

第２期中長期計画と主な指標等 令和 2 年度計画と主な指標等 

Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

＜担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発の推進＞ 

重要度【高】、難易度【高】、重点化対象項目 

循環器病の解明と診断、治療、予防法の開発に向け、

基礎的研究や疫学研究等によるエビデンスの収集、解析

から、予防医学技術の開発、基礎医学の成果を活用した

橋渡し研究・開発等について、企業や大学、学会等と連

携を図りながら進める。 

（疾病に着目した研究） 

①革新的な医療機器・医薬品の開発 

 

 

 

 

 

 

 

 

②循環器領域・生活習慣病領域における新規治療法の研

究開発 

 

 

③革新的な治療法の研究開発 

 

 

④国際展開を踏まえた多施設共同研究の実施と施設の

循環器病の解明と診断、治療、予防法の開発に向け、

基礎的研究や疫学研究等によるエビデンスの収集、解析

から、予防医学技術の開発、基礎医学の成果を活用した

橋渡し研究・開発等について、企業や大学、学会等と連

携を図りながら進める。 

（疾病に着目した研究） 

①革新的な医療機器・医薬品の開発 

・より実用性の高い人工心臓システム等の医療機器の開

発に向けた先端的基盤技術を利用した高品質かつ高

効率な開発の推進 

・新しい画像撮像技術や画像解析手法・プログラムの医

療機器としての実用化と均てん化 

・センターが発見、作製した生理活性ペプチドなどを用

いた新しい循環器疾患の創薬、治療法の開発 

 

②本態や発症機序が明らかでない医工学融合による疾

患毎患者毎に最適と考えられる新規治療法の研究開

発 

 

③致命的循環器疾患の救急治療法や難治性循環器疾患

の革新的治療法の研究開発 

 

④成人先天性心疾患のような診療科横断的な疾患に関
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ネットワーク化 

 

（予防に着目した研究） 

①生活習慣病の予防法の研究開発 

 

②より健康的なライフスタイルのための生活習慣改善

法等の開発 

する標準治療法開発のための多施設共同研究の推進 

 

（予防に着目した研究） 

①疾患コホートと住民コホートの連携による科学的根

拠に基づいた予防法の研究開発の推進 

②住民コホートを基に、新しい生活習慣改善方法を民間

事業者等との共同開発や簡易健康チェック法を民間

事業者や自治体等との共同開発の推進 等 

（指標） 

①循環器疾患の解明と医療推進に大きく貢献する成果

（12 件以上／中長期期間中（平成 27 年度から令和 3

年度までの 6 年間）） 

②英文の原著論文数（年 250 件以上） 

（指標） 

①循環器疾患の解明と医療推進に大きく貢献する成果

（2 件以上） 

 

②英文の原著論文数（380 件以上） 

＜実用化を目指した研究・開発の推進及び基盤整備＞ 

重要度【高】、重点化対象項目 

①メディカルゲノムセンター（MGC）の機能整備と人

材育成 

②基礎から臨床への橋渡し（TR）研究の推進 

 

③産学官等との連携強化 

 

④臨床研究の基盤整備 

⑤循環器疾患情報の収集・登録体制の構築 

 

⑥難治性・希少性疾患の原因究明や創薬に資する治験・

臨床研究 

⑦知的財産の活用 

 

 

⑧研究倫理体制の整備・強化と推進 

 

⑨研究課題の選定方法の見直し 

①MGC（メディカルゲノムセンター）の整備及び高度

な専門知識・技術を有する人材を育成 

②オープンイノベーションセンターを中心とした TR

（トランスレーショナルリサーチ）の推進 

③研究開発拠点（オープンイノベーションセンター）に

おける企業等との包括連携協定締結の推進 

④国内脳血管障害臨床試験ネットワークの整備等 

⑤全国レベルの多施設循環器疾患情報を収集・登録する

ためのネットワーク基盤の構築 

⑥バイオリソースの集積・保管の体制強化等による質量

の充実や企業等における活用の促進 

⑦医療機器開発における非臨床試験の実施体制等の充

実及び産学連携体制を更に充実させつつ技術移転を

蓄積 

⑧研究倫理に関する教育・研究・支援体制の整備・強化

及び研究倫理に関する専門の人材育成等 

⑨競争的研究資金を財源とする研究開発について、研究

課題に応募する仕組みの構築 

（指標） 

①ファースト・イン・ヒューマン試験実施件数（2 件以

上／中長期期間中（平成 27 年度から令和 3 年年度ま

での 6 年間）） 

②医師主導治験実施件数（3 件以上／中長期期間中（平

成 27 年度から令和 3 年年度までの 6 年間）） 

（指標） 

①ファースト・イン・ヒューマン試験実施件数（1 件以

上） 

 

②医師主導治験実施件数（1 件以上） 
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③先進医療承認件数（2 件以上／中長期期間中（平成 27

年度から令和 3 年年度までの 6 年間）） 

④学会等が作成するガイドラインへの採用件数（延べ

35 件以上／中長期期間中（平成 27 年度から令和 3 年

年度までの 6 年間）） 

⑤臨床研究実施件数（年 100 件以上） 

⑥治験実施件数（年 30 件以上） 

③先進医療承認件数（1 件以上） 

 

④学会等が作成するガイドラインへの採用件数（6 件以

上） 

 

⑤臨床研究実施件数（年 470 件以上） 

⑥治験実施件数（50 件以上） 

＜医療の提供に関する事項＞ 

重要度【高】、重点化対象項目 

①医療政策の一環として、センターで実施すべき高度か

つ専門的な医療、標準化に資する医療の提供 

 

②患者の視点に立った良質かつ安心な医療の提供 

①循環器疾患における高度先駆的な医療の提供及び新

たな診療体制モデルの構築・提供や臓器移植の実施等 

②患者の自己決定への支援、患者等参加型医療の推進及

びチーム医療の推進等 

（指標） 

①致命的脳梗塞・認知症予防のための心房細動の根治治

療件数（年 330 件以上） 

②補助人工心臓装着患者の社会復帰を目指した外来管

理患者数（年 60 件以上） 

③効果的かつ効率的な病院運営 

入院実患者数、病床利用率、平均在院日数、手術件数

の数値目標を年度計画で定める 

（指標） 

①致命的脳梗塞・認知症予防のための心房細動の根治治

療件数（310 件以上） 

②補助人工心臓装着患者の社会復帰を目指した外来管

理患者数（80 件以上） 

③効果的かつ効率的な病院運営 

・手術件数（7,000 件以上） 

・病床利用率（92.7％以上） 

・平均在院日数（12.8 日以下） 

・入院実患者数（12,000 人以上） 

＜人材育成に関する事項＞ 

①リーダーとして活躍できる人材の育成 

 

②モデル的研修・講習の実施 

 

③最先端の医療技術の研修の実施 

①循環器病領域の医療におけるリーダー、若手臨床研究

者及び次世代医療技術開発に資する人材の育成 

②モデル的な研修・講習の実施、国内外の若手脳卒中医

師等に対する研修の実施 

③慢性血栓塞栓性肺高血圧症に対するバルーン肺動脈

形成術等、最先端の医療技術に関する研修の実施 

（指標） 

○教育・臨床プログラム数（50 以上／中長期期間中（平

成 27 年度から令和 3 年年度までの 6 年間）） 

（指標） 

○教育・臨床プログラム数（50 以上） 

 

＜医療政策の推進等に関する事項＞ 

①国への政策提言 

 

②医療の均てん化並びに情報の収集及び発信 

 

③公衆衛生上の重大な危害への対応 

①循環器病に関する研究・開発を推進する中で明らかと

なった課題の解決策等についての専門的提言 

②高度かつ専門的な医療の普及、診療ガイドライン作成

への関与や普及、循環器疾患の分野での国際貢献 

③国の要請に応じて、公衆衛生上の重大な危害に可能な
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限り適切に対応 

（指標） 

①国際学会への招聘や、海外からの研修の受け入れ、国

際共同研究等、循環器疾患の分野で大きく国際貢献す

る人数（500 人以上／中長期期間中（平成 27 年度か

ら令和 3 年年度までの 6 年間）） 

（指標） 

①国際学会への招聘や、海外からの研修の受け入れ、国

際共同研究等、循環器疾患の分野で大きく国際貢献す

る人数（180 人以上） 

Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項 

①効果的な業務運営 

②電子化の推進 

①効率的な業務運営体制の構築等 

②電子化の推進による業務の効率化及び情報セキュリ

ティ対策の推進 

（指標） 

①経常収支率（6 年間累計 100％以上） 

②後発医薬品の数量シェア（中長期目標期間の最終年度

まで 70％以上） 

③一般管理費（人件費、公租公課を除く）（平成 26 年度

に比し、最終年度において 15％以上削減） 

④医業未収金比率（平成 26 年度に比して低減） 

（指標） 

①経常収支率（6 年間累計 100％以上） 

②後発医薬品の数量シェア（診療報酬最上位基準の数量

シェア 85％以上を維持、購入金額シェア 60％以上） 

③一般管理費（人件費、公租公課を除く）（平成 26 年度

に比し、最終年度において 15.0％以上削減） 

④医業未収金比率（令和元年度に比して低減） 

Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 

①自己収入の増加 

 

②資産及び負債の管理 

③短期借入金の限度額 

④不要財産等の財産の処分の計画 

⑤④の財産以外の重要な財産の譲渡等に関する計画 

⑥剰余金の使途 

①オープンラボスペース等の外部貸与等や寄附活動の

強化等による外部資金の獲得 

②大型医療機器等の投資の償還確実性の確保等 

③短期借入金の限度額の設定 

④なし 

⑤④の財産以外の重要な財産の譲渡等に関する計画 

⑥剰余が生じた場合は、将来の投資等に充当 

Ⅳ．その他業務運営に関する重要事項 

①法令遵守等内部統制の適切な構築 

 

②施設・設備整備に関する計画 

③積立金の処分 

④人事システムの最適化 

⑤人事に関する方針 

①監事の機能を強化やコンプライアンス体制の強化に

よる内部統制の一層の充実・強化等 

②施設・設備整備に関する計画 

③積立金の処分 

④人事システムの最適化 

⑤人事に関する方針 

※「重要度【高】」及び「難易度【高】」は、中長期目標において設定されています。 

 

７．持続的に適正なサービスを提供するための源泉 

（１）ガバナンスの状況 

国立循環器病研究センターのガバナンス体制は次の通りです。平成 26 年の独立行政法人通 

則法の一部改正等を踏まえ、平成 27 年に内部統制規程を改定し、内部統制の目的が、役員及 

び職員が中長期目標等に基づき法令等を遵守しつつ業務を行い、業務の有効性及び効率性、 
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事業活動に関わる法令等の遵守、資産の保全、財務報告等の信頼性を確保するためであるこ 

とを明確化いたしました。また、内部監査や会計監査人による監査等、定期的なモニタリン 

グ等を実施しております。 

なお、内部統制の詳細につきましては、業務方法書及び内部統制規程をご覧ください。 

 

 

（２）役員等の状況 

  ①役員の状況 

職  名 氏   名 任    期 経      歴 

      平成２３年４月 

理 事 長 小 川 久 雄 自 平成２８年４月 １日 国立循環器病研究センター副院長 

    至 令和 ３年３月３１日 平成２８年２月 

        （現職） 

      平成２７年４月 

理  事 望 月 直 樹 自 平成３０年４月 １日 
国立循環器病研究センター研究所 
副所長 

    至 令和 ４年３月３１日 平成３０年４月 

        （現職） 

      平成２７年１２月 

ガバナンス体制図

厚生労働大臣

監事 法人の長 会計監査人

理事等（理事会等）

研

究

所

オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

病

院

事

務

部

門

情

報

統

括

部

監

査

室

独立行政法人

評価制度委員会

内部統制委員会

契約監視委員会

任命 任命 選任

目標等の指示

目標案の諮問・答申等
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理  事 尾 崎   裕 自 平成２８年４月 １日 大阪商工会議所会頭 

（非常勤）   至 令和 ４年３月３１日 平成２８年４月 

        （現職） 

      平成２９年４月 

理  事 瀧 原 圭 子 自 平成３０年４月 １日 
大阪大学キャンパスライフ健康支援セ
ンター教授 

（非常勤）   至 令和 ４年３月３１日 平成３０年４月 

      （現職） 

      平成１５年５月 

監  事 竹 山 健 二 自 平成２８年４月 １日 
公認会計士・竹山公認会計士事務所
長 

（非常勤）   至 令和 ３年６月３０日 平成２２年４月 

        （現職） 

      平成５年 

監  事 片 山  登志子 自 平成２８年４月 １日    弁護士・片山・平泉法律事務所長 

（非常勤）   至 令和 ３年６月３０日 平成２６年４月 

        （現職） 

   

②会計監査人の名称 

 ＥＹ新日本有限責任監査法人 

 

（３）職員の状況 

常勤職員は令和 2 年度末現在 1,188 人（前年比 79 人増加、7.1％増）であり、平均年齢は

36.7 歳（前期末 36.5 歳）となっています。このうち、国等からの出向者は 4 人、令和 3 年 3

月 31 日退職者は、96 人です。 

 

（４）重要な施設等の整備等の状況 

  ①当事業年度に完成した主要な施設等 

    なし 

  ②当事業年度継続中の主要な施設等の新設・拡充 

    なし 

  ③当事業年度に処分した主要な施設等 

    なし 

 

（５）純資産の状況 

  ①資本金の状況 

区  分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 

政府出資金 28,692         0         0 28,692 

資本金合計 28,692       0    0 28,692 

  （注）計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがあります。 

 令和 2 年度末の資本金（政府出資金）は、28,692 百万円となっています。 

（単位：百万円） 
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②目的積立金の申請状況、取崩内容等 

   なし 

 

（６）財源の状況 

  ①財源の内訳 

区  分 金  額 構成比率（％） 

収入   

運営費交付金 3,984 11.2% 

長期借入金等 0 0.0% 

施設整備費補助金 0 0.0% 

業務収入 31,685 88.8% 

その他収入 3 0.01% 

計 35,673 100.0% 

  （注）計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがあります。 

  ②自己収入に関する説明 

当法人の主な自己収入として、診療事業において医療を提供することにより 26,574百万

円の診療報酬等による医業収益、研究事業においては競争的研究資金の獲得により 2,277

百万円の研究収益、臨床研究事業においては企業からの受託研究等により 614 百万円の研 

究収益を得ています。 

 

（７）社会及び環境への配慮等の状況 

当法人は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12 年法律第 100 号）

第７条第１項」の規定に基づき、「環境配慮の基本方針」を定めており、省資源、省エネルギ

ー廃棄物の減量化、グリーン購入の推進及び化学物質の適正な管理を行い、汚染予防や環境

改善を継続的に行っています。 

 

８．業務運営上の課題・リスク及びその対応策 

（１）リスク管理の状況 

当法人におけるリスク管理については、理事長がこれを指揮し、かつ、最終的な責任を有

することとされ、運営・管理担当理事（常勤理事）は、理事長を補佐し、リスク管理を総括

します。また、各内部統制推進責任者は、リスク管理責任者として、それぞれの部門におけ

るリスク管理を総括する体制となっています。 

また、平成 27年の業務方法書の改定により、リスク管理委員会を設置し、当法人全体で対

応すべきリスクの評価、当該リスクへの対応策のとりまとめ及び当該対応策の推進状況の点

検に関して対応することとされました。 

 

部署 内部統制推進責任者 

研究所 研究所長 

オープンイノベーションセンター オープンイノベーションセンター長 

病院 病院長 

事務部門 

 

総務部長、人事部長、企画経営部長、研究振興部長

、財務経理部長 

情報統括部 情報統括部長 

（単位：百万円） 



12 

 

監査室 監査室長 

 

（２）業務運営上の課題・リスク及びその対応策の状況 

  令和２年度においては、洗い出されたリスクに対し、改善指導を継続的に実施していると

ころです。 

また、平成 31年 1月の研究倫理審査委員会に報告した倫理指針への重大な不適合事案に 

ついては、研究実施対策の見直し及びガバナンスの強化のため、「研究倫理審査委員会」の

事務局体制強化のための職員２名の増員、「臨床研究監査室」の設置と毎年１回の研究倫理

指針の遵守状況や研究の進捗状況等の監査、研究倫理審査委員会の外部委員の増員等を実施

しました。 

併せて、研究不正についての啓発活動の一環として、コンプライアンス研修を年２回開催 

することとし、非常勤を含めた職員全員が受講できるよう、DVD上映及び e-learningを活用

し、受講率 100％を達成しました。 

詳細については、業務方法書又は業務実績評価書をご覧ください。 

 

９．業績の適正な評価の前提情報 

各業務についてのご理解とその評価に資するための各事業の取り組みや実績等の情報につい

ては、当センターのホームページをご覧下さい。 

（ホームページ） 

 

（当法人の全体像） 
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10．業務の成果と使用した資源との対比 

（１）自己評価 

令和 2 年度項目別評定総括表                        （単位：百万円） 

項目 評定（※） 行政コスト 

Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

ⅰ．研究事業（重要度：高、難易度：高、重点化対象） 

担当領域の特性を踏まえた戦略かつ重点的な研究・開発の推進 
Ｓ 4,935 

ⅱ．臨床研究事業（重要度：高、重点化対象） 

実用化を目指した研究・開発の推進及び基盤整備 
Ｓ 1,843 

ⅲ．診療事業（重要度：高、重点化対象） 

医療の提供に関する事項 
Ｓ 28,611 

ⅳ．教育研修事業 

人材育成に関する事項 
Ｓ 976 

ⅴ．情報発信事業 

医療政策の推進等に関する事項 
Ｓ 65 

Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項 

業務運営の効率化に関する事項 Ｂ － 

Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 

財務内容の改善に関する事項 Ｂ － 

Ⅳ．その他の事項 
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その他業務運営に関する重要事項 Ｂ － 

詳細については、業務実績評価書をご覧ください。 

※評語の説明 

・研究開発に係る事務及び事業 

Ｓ：適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて特に顕著な成果

の創出や将来的な特別な成果の創出の期待等が認められる。 

Ａ：適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な成果の創

出や将来的な成果の創出の期待等が認められる。 

Ｂ：「研究開発成果の最大化」に向けて成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められ、着

実な業務運営がなされている。 

Ｃ：「研究開発成果の最大化」又は「適正、効果的かつ効率的な業務運営」に向けてより一層の工

夫、改善等が期待される。 

Ｄ：「研究開発成果の最大化」又は「適正、効果的かつ効率的な業務運営」に向けて抜本的な見直

しを含め特段の工夫、改善等が求められる。 

・研究開発に係る事務及び事業以外 

Ｓ：所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られていると認められる。 

Ａ：所期の目標を上回る成果が得られていると認められる。 

Ｂ：所期の目標を達成していると認められる。 

Ｃ：所期の目標を下回っており、改善を要する。 

Ｄ：所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を求める。 

 

（２）当中長期目標期間における主務大臣による過年度の総合評定の状況 

区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和 2 年度 

評定（※） Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ａ － 

※評語の説明 

Ｓ：適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて特に顕著な成果の

創出や将来的な特別な成果の創出の期待等が認められる。 

Ａ：適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な成果の創出

や将来的な成果の創出の期待等が認められる。 

Ｂ：「研究開発成果の最大化」に向けて成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められ、着実

な業務運営がなされている。 

Ｃ：「研究開発成果の最大化」又は「適正、効果的かつ効率的な業務運営」に向けてより一層の工夫、

改善等が期待される。 

Ｄ：「研究開発成果の最大化」又は「適正、効果的かつ効率的な業務運営」に向けて抜本的な見直し

を含め特段の工夫、改善等を求める。 
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11．予算と決算との対比 

 

区  分 

合   計 

予算額 決算額 差額 備考 

収 入 

運営費交付金 

長期借入金等 

施設整備費補助金 

業務収入 

その他収入 

  計 

 

3,984 

0 

0 

31,844 

41 

35,869 

 

3,984 

0 

0 

31,685 

3 

35,673 

 

－ 

－ 

－ 

△158 

△37 

△196 

 

支 出 

業務経費 

施設整備費 

資産除去債務等の 

履行 

借入金償還 

支払利息 

その他支出 

    計 

 

33,334 

643 

0 

 

350 

25 

711 

35,063 

 

31,832 

825 

462 

 

252 

78 

288 

33,738 

 

△1,502 

182 

462 

 

△98 

53 

△423 

△1,325 

 

（注）計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがあります。 

予算額と決算額の差額理由については、決算報告書をご覧ください。 

 

12．財務諸表 

①貸借対照表  (http://www.ncvc.go.jp/) 

 

資 産 の 部 金  額 負 債 の 部 金  額 

流動資産 14,286 流動負債 6,878 

 現金及び預金 8,567 預り補助金 41 

 医業未収金 4,780 預り寄附金 168 

 棚卸資産 179 一年以内返済長期借入金 341 

 その他 760 買掛金 1,568 

固定資産 76,146 未払金 2,140 

 有形固定資産 71,457 一年以内支払リース債務 327 

 無形固定資産 289 前受金 1,087 

 投資その他資産 4,400 その他 1,206 

    

    

（単位：百万円） 

（単位：百万円） 
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  固定負債 56,148 

   資産見返負債 4,752 

  長期借入金 44,183 

  長期未払金 1,012 

  リース債務 1,317 

    引当金 4,436 

  資産除去債務 448 

  負  債  合  計 63,026 

    純 資 産 の 部 金  額 

    資本金 28,692 

    資本剰余金 1,153 

  
繰越欠損金       △2,439 

純 資 産 合 計 27,405 

資 産 合 計 90,432 負債純資産合計 90,432 

（注）計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがあります。 

 

②行政コスト計算書(http://www.ncvc.go.jp/) 

 

      金     額 

損益計算書上の費用 37,014 

経常費用 36,995 

臨時損失 20 

その他調整額 0 

その他行政コスト 658 

行政コスト合計 37,672 

（注）計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがあります。 

 

③損益計算書(http://www.ncvc.go.jp/) 

 

      金     額 

 経常費用（A) 36,995 

  業 務 費 35,660 

  一般管理費 1,180 

  財務費用 78 

  その他経常費用 77 

 経常収益（B) 36,664 

  運営費交付金収益 3,972 

  補助金等収益 691 

  業務収益 29,499 

（単位：百万円） 

（単位：百万円） 
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  寄附金収益 290 

 資産見返負債戻入 1,262 

  
退職給付引当金見返に係る収益 

その他経常収益 

549 

401  

 臨時損失（C) 20 

 臨時利益（D） 165 

 当期総損失(B-A+D-C) △185 

（注）計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがあります。 

 

④純資産変動計算書(http://www.ncvc.go.jp/) 

 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 評価・換算差額等 純資産合計 

当期期首残高 28,692 1,811 △2,254 0 28,248 

当期変動額 0 △658 △185 0 △843 

その他行政コスト 0 △658 0 0 △658 

当期総損失 0 0 △185 0 △185 

その他 0 0 0 0 0 

当期末残高 28,692 1,153 △2,439 0 27,406 

（注）計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがあります。 

 

⑤キャッシュ・フロー計算書(http://www.ncvc.go.jp/)  

 

      金     額 

 Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー（A) 3,759 

  人件費支出 △13,225 

  運営費交付金収入等 4,897 

  自己収入等 30,332 

 その他収入・支出 △18,245 

 Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー（B) △1,284 

 Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー（C) △540 

 Ⅳ 資金増加額（D=A+B+C） 1,935 

 Ⅴ 資金期首残高（E） 6,632 

 Ⅵ 資金期末残高(F=D+E） 8,567 

（注）計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがあります。 

 

 

 

 

 

（単位：百万円） 

（単位：百万円） 
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（参考）資金期末残高と現金及び預金との関係(http://www.ncvc.go.jp/) 

 

      金  額 

 資金期末残高 8,567 

 定期預金 0 

 現金及び預金 8,567 

（注）計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがあります。 

 

13．財政状態及び運営状況の法人の長による説明情報 

（１）貸借対照表 

①資産 

令和 2 年度末現在の資産合計は 90,432 百万円と、前年度末と比較して、2,185 百万円減

(2.4%減)となっています。これは、前年度末と比較して、固定資産が 4,014百万円減 (5.0%

減)となったことが主な要因です。 

   ②負債 

令和 2 年度末現在の負債合計は 63,026 百万円と、前年度末と比較して、1,343 百万円減

(2.1%減)となっています。これは、前年度末と比較して、未払金が 399百万円減(15.7%減)

となったことが主な要因です。 

 

（２）行政コスト計算書 

令和 2年度の行政コストは 37,672百万円となります。このうち経常費用が 36,995百 

万円、臨時損失が 20百万円、その他行政コストが 658百万円となっています。 

 

（３）損益計算書 

①経常費用 

令和 2 年度の経常費用は 36,995 百万円と、前年度と比較して、923 百万円増（2.6％増）

となっています。これは、前年度と比較して、業務費が 1,496百万円増(4.4%増)となったこ

とが主な要因です。 

   ②経常収益 

令和 2 年度の経常収益は 36,664 百万円と、前年度と比較して、3,369 百万円増（10.1％

増）となっています。これは、前年度と比較して、運営費交付金収益が 466百万円増（13.3％

増）研究収益が 666百万円増(29.9％増)、補助金等収益が 438百万円増（173.7％増）、寄附

金収益が 138百万円増（91.4％増)及び資産見返負債戻入が 221百万円増(21.2％増)となっ

たことが主な要因です。 

③当期総損益 

上記経常損益と臨時損益の結果、令和 2年度の当期総損失は 185百万円となっていま 

す。 

 

 

（単位：百万円） 



19 

 

（４）純資産変動計算書 

令和 2年度の純資産は、資本剰余金が 657百万円減、利益剰余金が 185百万円減と 

なった結果、27,405百万円となっています。 

 

（５）キャッシュ・フロー計算書 

①業務活動によるキャッシュ・フロー 

令和 2年度の業務活動によるキャッシュ・フローは 3,759百万円となり、前年度と比較し

て、1,056百万円増(39.1%増) となっています。これは、前年度と比較して、その他の業務

支出が 1,413百万円減(17.2%減)となったことが主な要因です。 

   ②投資活動によるキャッシュ・フロー 

令和 2年度の投資活動によるキャッシュ・フローは△1,284百万円となり、前年度と比較

して、14,003 百万円増（91.6%増)となっています。これは、前年度と比較して、有形固定

資産の取得による支出が 20,148百万円減（96.2%減）となったことが主な要因です。 

   ③財務活動によるキャッシュ・フロー 

令和 2年度の財務活動によるキャッシュ・フローは△539百万円となり、前年度と比較し

て、2,612 百万円減(126.1%減) となっています。これは、前年度と比較して、長期借入れ

による収入が 2,467百万円減（100.0%減）となったことが主な要因です。 

 

14．内部統制の運用に関する情報 

独立行政法人通則法改正に伴う内部統制の充実のため、当法人のミッションを有効かつ効率

的に果たす目的で平成 27年 4月に業務方法書へ内部統制システムについて規定し、内部統制委

員会を設置し、令和 2 年度は新型コロナウイルスの関係上 2 回の開催となったが、適切なガバ

ナンス体制による法人運営に取り組んでいます。 

 

15．法人の基本情報 

（１）沿革 

平成２２年４月 非特定独立行政法人として設立 

平成２７年４月 国立研究開発法人に移行 

（２）設立根拠法 

高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律 

（平成２０年法律第９３号） 

（３）主務大臣（主務省所管課等） 

厚生労働大臣（厚生労働省医政局研究開発振興課国立高度専門医療研究センター支援室） 

（４）組織図 （令和２年４月１日現在） 
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（５）事務所の所在地 

    大阪府吹田市岸部新町６－１ 

（６）主要な特定関連会社、関連会社及び関連公益法人等の状況 

当該事業年度は該当ありません。 

（７）主要な財務データの経年比較 

理事長 理事会 監事

監査室長

理事長特任補佐

企画戦略局長

執

行

役

員

会

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ室長

健康管理室長

ダイバーシティ人材育成推進室長

研究所長

副院長

副所長

　オープンイノベーションセンター長

副オープンイノベーションセンター長

病院長

副院長

国立高度専門医療研究センター

医療研究連携推進本部

副院長

健康サポートセンター

総務部長

人事部長

企画経営部長

研究振興部長

財務経理部長

最高情報責任者(CIO) 情報統括部長
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（注）計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがあります。 

 

（８）翌事業年度に係る予算、収支計画及び資金計画 

①予算 

区分 合計 

収入  

運営費交付金 4,224 

長期借入金等 0 

施設整備費補助金 0 

業務収入 31,738 

その他収入 843 

計 36,805 

支出  

業務経費 32,516 

施設整備費 0 

借入金償還 341 

支払利息 77 

その他支出 332 

計 33,266 

（注）計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがあります。 

 

②収支計画 

区分 合計 

費用の部 37,671 

経常費用 37,671 

業務費用 37,523 

給与費 13,163 

材料費 12,961 

（単位：百万円） 

（単位：百万円） 
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委託費 2,322 

設備関係費 6,934 

その他 2,143 

   財務費用 71 

   その他経常費用 77 

  臨時損失 0 

収益の部 37,348 

経常収益 37,348 

運営費交付金収益 3,505 

資産見返運営費交付金戻入 410 

補助金等収益 220 

資産見返補助金等戻入 794 

寄附金収益 165 

資産見返寄付金戻入 16 

財務収益 0 

業務収益 31,739 

医業収益 29,467 

研修収益 26 

研究収益 2,245 

教育収益 0 

その他 0 

土地建物貸与収益 30 

宿舎貸与収益 44 

その他経常収益 424 

臨時利益 0 

純利益 △323 

目的積立金取崩額 0 

総利益 △323 

（注）計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがあります。 

 

③資金計画 

区分 合計 

資金支出 44,460 

業務活動による支出 32,593 

研究業務による支出 2,963 

臨床研究業務による支出 1,548 

診療業務による支出 25,874 

教育研修業務による支出 1,078 

（単位：百万円） 
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情報発信業務による支出 91 

その他の支出 1,039 

投資活動による支出 0 

財務活動による支出 673 

    次期への繰越金 11,194 

 資金収入 44,460 

  業務活動による収入 36,805 

   運営費交付金による収入 4,224 

   研究業務による収入 1,683 

臨床研究業務による収入 561 

診療業務による収入 29,467 

教育研修業務による収入 26 

その他の収入 843 

  投資活動による収入 0 

  財務活動による収入 0 

長期借入による収入 0 

その他の収入 0 

前期よりの繰越金 7,655 

（注）計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがあります。 

詳細につきましては、年度計画をご覧下さい。 

 

16．参考情報 

（１）要約した財務諸表の科目の説明 

①貸借対照表 

    流動資産 

     現金及び預金      ：現金、預金 

     医業未収金       ：医業収益に対する未収金 

     棚卸資産        ：医薬品、診療材料、給食用材料等 

    固定資産 

     有形固定資産      ：土地、建物、医療用器械等 

     無形固定資産      ：ソフトウェア、電話加入権等 

     投資その他資産     ：看護学生奨学資金 

     流動負債 

     預り補助金       ：国・地方公共団体等からの補助金のうち未実施の部分に該

当する債務残高 

     預り寄附金       ：企業等からの寄附金のうち未実施の部分に該当する債務残

高 

 一年以内返済長期借入金 ：長期借入金のうち１年以内に返済期限が到来するもの 

     買掛金         ：医薬品、診療材料、給食材料に係る未払債務 
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     未払金         ：買掛金以外の未払債務 

     一年以内支払リース債務 ：リース債務のうち１年以内に支払期限が到来するもの 

     前受金         ：業務の実施前に支払を受けたもの 

固定負債 

資産見返負債      ：運営費交付金、寄附金、補助金等の財源で取得した固定資 

産の見合いで計上され、固定資産の減価償却に伴って、資 

産見返負債戻入という収益に振替えられる負債 

長期借入金       ：財政融資資金、借入金であって当初の契約において１年を 

超えて最終の返済期限が到来するもの（一年以内返済長期 

借入金に該当するものを除く） 

長期未払金       ：業者に対する未払金であって当初の契約において１年を 

超えて最終の返済期限が到来するもの 

リース債務       ：ファイナンス・リース取引に係る未払債務（一年以内支払 

リース債務に該当するものを除く） 

引当金         ：将来支払われる退職給付に備えて設定される引当金 

資産除去債務      ：医療用器械備品等の処分時における放射化物の廃棄費用 

純資産 

     資本金         ：政府による出資金 

     資本剰余金       ：国から交付された施設費や寄附金などを財源として取得し 

                  た資産で独立行政法人の財産的基礎を構成するもの 

     繰越欠損金       ：欠損金の累計額 

 

②行政コスト計算書 

損益計算書上の費用    ：損益計算書における経常費用、臨時損失 

その他行政コスト     ：政府出資金や国から交付された施設費等を財源として取得 

した資産の減少に対応する、独立行政法人の実質的な会計 

上の財産的基礎の減少の程度を表すもの 

行政コスト        ：独立行政法人のアウトプットを生み出すために使用したフ 

ルコストの性格を有するとともに、独立行政法人の業務運 

営に関して国民の負担に帰せられるコストの算定基礎を示 

す指標としての性格を有するもの 

 

③損益計算書 

業務費          ：独立行政法人の業務に要した費用 

一般管理費        ：法人運営に共通に係る給与費、経費(減価償却費を含む)、全 

職員にかかる退職給付費用等 

    財務費用         ：利息の支払に要する経費 

    その他経常費用      ：保育所運営経費等にかかる費用 

    運営費交付金収益     ：国からの運営費交付金のうち、当期の収益として認識した 

もの 
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    補助金等収益       ：国・地方公共団体等からの補助金等のうち、当期の収益と 

して認識したもの 

    業務収益         ：医業（入院診療、外来診療等）、研修、研究にかかる収益 

    寄附金収益        ：寄附金のうち、当期の収益として認識した収益 

    資産見返負債戻入     ：資産見返負債のうち、減価償却及び除却を通じて当期の収

益として認識したもの 

    その他経常収益      ：土地建物貸与や宿舎貸与等の収益 

    臨時損益         ：固定資産除去損、固定資産売却益等 

 

   ④純資産変動計算書 

    当期末残高        ：貸借対照表の純資産の部に記載されている残高 

 

⑤キャッシュ・フロー計算書 

    業務活動によるキャッシュ・フロー：独立行政法人の通常の業務の実施に係る資金の状態 

を表し、サービスの提供等による収入、原材料、商 

品又はサービスの購入による支出、人件費支出等が 

該当 

    投資活動によるキャッシュ・フロー：将来に向けた運営基盤の確立のために行われる投資 

活動に係る資金の状態を表し、固定資産の取得・売 

却等による収入・支出が該当 

    財務活動によるキャッシュ・フロー：増資等による資金の収入・支出及び借入れ・返済に 

よる収入・支出等、資金の調達及び返済などが該当 

 

（２）その他公表資料等との関係の説明 

事業報告書に関連する報告書等として以下の報告書等を作成しています。 

①第２期中長期計画 

②年度計画 

③業務実績評価書 

④財務諸表 

⑤環境報告書 


